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 高齢級森林整備促進特別対策事業に係る都道府県協議会の募集要領 
 
１ 総則 
   高齢級森林整備促進特別対策事業（以下「本事業」という。）に係る都道 
府県協議会の募集の実施については、この要領の定めるところによるものと 
します。 

 
２ 事業の趣旨                          
    森林を健全に整備・保全し、京都議定書の第一約束期間における森林吸収 
目標を達成するためには、平成１９年度からの６年間で３３０万ｈａの森林 
について間伐を実施することが必要となっています。とりわけ、高齢級の人
工林が増加しており、森林の機能を持続的に発揮させつつ、木材資源として
活用するため、高齢級の森林における利用間伐を飛躍的に増大させることが

課題です。 
    しかしながら、高齢級の森林においては、条件により木材の生産・販売が 
可能である一方、収益が確保できないなどのリスクがあることから、実際の
間伐 実績は低位に止まっている状況にあります。 

    このため、間伐に必要な資金の円滑な供給と事業者のリスク軽減を通じて、 
意欲と能力のある林業事業体を活用した間伐事業量の拡大を図るため、国か 
らの補助により全国森林組合連合会（以下「本会」という。）造成した高齢 
級森林整備促進特別対策資金を活用し、高齢級の森林の間伐を実施しようと 
する事業者に利子助成等の支援を行うものです。 

 
３ 応募団体の要件 
（１）  応募者の要件 
       都道府県レベルの民間団体（青森、岩手、宮城、秋田、福島、栃木、山

梨、長野、静岡、愛知、三重及び鳥取の各県を除く。）とします。 
（２）  民間団体の要件 
       次のすべての要件を満たすもの 
    ① 森林整備について十分な知見をもち、間伐等の森林施業に精通してい   

ること 
    ② 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、本事業の内容を的確   

に実施できる能力を有すること 
    ③ 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能   

力を有すること（規約（案）、団体の事業計画等を備えていること。） 
 
４ 事業内容 

（１）高齢級森林整備促進事業 
      本会が認定する民間団体（以下「都道府県協議会」という。）は、人工  

林の間伐を促進するために行う利子助成金の交付等を行います。 
① 用語の定義 
  本事業における用語の定義は、次のとおりとします。 
ア 間伐実施者                                    

本年度において計画している間伐実施面積が一定面積規模以上であ
ることなど都道府県協議会が定める要件に該当する者として、都道府県
協議会の認定を受けた間伐事業者。 

イ 高齢級間伐 
10 齢級以上の人工林の間伐（10 齢級以上の人工林の間伐を行う場合

に当該人工林と隣接するなど一体的に間伐を行うことが効率的に実施



- 2 - 

できる 10 齢級未満の人工林の間伐を含む。）であって、森林法第 193
条の補助等の国の補助を受けないで行われるもの。 

   ② 利子助成金の交付 
間伐実施者が、民間金融機関（農林中央金庫、商工組合中央金庫、銀

行、信用金庫、信用協同組合、農業協同組合法第 10 条第１項第１号及び
第２号の事業を併せて行う農業協同組合並びに農業協同組合連合会に限

る。以下同じ。）から高齢級間伐の実施に必要な資金を借り入れた場合、
都道府県協議会は、間伐実施者が当該資金を返済する際に利子相当額を助

成します。 
ア  利子助成金の上限 
利子助成金の額は、間伐実施者が本事業を活用して行う間伐面積に、都

道府県協議会が地域内の間伐材の生産費や市場までの運材費などの実態
と低コスト化の取組を考慮して別途定める間伐に要する基準経費（以下
「基準経費」という。）を乗じた額（以下「基準経費認定額」という。）
に、間伐実施事業者が民間金融機関から借り入れた資金（以下「借入資金」
という。）の利率（３．０％を上限とする。）を乗じた額を上限とします。 
イ  利子助成期間 
利子助成期間は１年以内とします。 

③ 損失補填金の交付 
ア 交付の対象者 

間伐実施者のうち、高齢級間伐の実施後、間伐木の販売額が基準経費
認定額を下回ったため、損失補填を申請する者に対し、損失補填金を助
成します。 

イ 損失補填金の額 
損失補填金の額は、基準経費認定額から、都道府県協議会の審査を受

けた間伐木の販売額を減じた差額（以下「損失額」という。）に２／３
を乗じた額とします。ただし、基準経費認定額の１／２を上限とします。 

④ 境界確認費の助成 
ア 助成の対象者 

間伐実施者のうち高齢級間伐の実施箇所の境界確認を実施する者に

対し、境界確認費を助成します。 
イ 境界確認費の額 

境界確認費の額は、都道府県協議会が別途定める境界確認に要する経
費の１／２とします。 

（２）高齢級森林整備推進事業 
      都道府県協議会は、高齢級森林整備促進事業の円滑な実施のために次の  

ことを行います。 
① 協議会の開催 

行政、林業・木材産業関係団体等を構成員とする協議会を設置し、高
齢級森林整備促進事業の円滑な実施のために必要な事項を協議します。 

② 普及活動 
森林所有者や林業事業体等に対し、高齢級森林整備促進事業の円滑な推

進等に必要な普及活動を行います。 
③ 審査等 

全国団体の審査の指針に基づき、高齢級森林整備促進事業の申請につい
て審査します。また、間伐の実施状況等について必要な現地確認を行いま
す。 

④ 事業管理 
高齢級森林整備促進事業の適切な実施に必要な指導・進行管理等を行
います。また、促進事業の申請について必要に応じて申請の補助を行い
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ます。 
 
（３）  助成対象経費の範囲 
       助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）については、   

事業の実施に直接必要な経費のうち、別表１の経費とします。 
 

（４）  助成できない経費 
       事業実施に必要な経費であっても、次の経費は申請できません。 
   ① 建物等の施設の建設、不動産取得、備品取得に関する経費 
   ② 本事業の実施に関連のない経費 
 
（５）  助成率 
       助成率は、別表２のとおりとします。 
 
５ 選定審査 
（１）  審査方法 
       都道府県協議会の選定に当たっては、本会が設置する「高齢級森林整   

備促進特別対策事業運営委員会（以下「運営委員会」という。）の審査を

経て選定します。また、運営委員会及び審査過程は公平を期すため非   
公開とします。 

       なお、本会から応募申請内容等について問合わせを行う場合がありま   
す。また、選定に当たって、直接応募者から事業の説明を受ける場合が   
あります。 

 
（２）  審査結果の通知 
       審査結果については、応募申請者に対して本会から文書で通知すると   

ともに、選定された都道府県協議会の名称等について一般に公表します。 
 
６ 事業実施期間 
    本事業の実施期間は、平成２０年度から平成２５年度とします。 
  なお、助成金の交付決定後、事業の進捗状況等の評価により複数年行わせ 
ることが望ましいと判断されるものに限り、次年度以降についても助成金が 
交付されることになります。 

 
７ 助成の実施に関わる事項 
    本事業の実施に当たっては、本会の定める「高齢級森林整備促進特別対策 
事業助成金交付規程」（以下「規程」という。）に基づき、実施していただ 
きます。 

 
（１）  助成金交付決定を受けた都道府県協議会（以下「事業実施主体」とい   

う。）は、本事業終了後、事業実績報告書を平成２１年３月２５日（水）   
までに提出していただきます。 

 
（２）  助成を受けた者は、本事業終了の年度の翌年度から起算して５年間、   

関係する帳簿、会計書類の伝票等について保存していただきます。  
 
８ 応募に必要な書類 
（１）  所定の応募申請書（別紙様式第１号）を２部提出してください。 
       なお、応募申請書様式は、ホームページサイトから入手できます。ま   

た、お問い合わせに応じて事務局から郵送することもできます。 
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（２）（１）の応募申請書以外に、事業内容を説明するために必要とする資料   

を添付することができます。 
 
（３）  提出された応募申請書は選定審査以外には使用しません。なお、応募   

申請書は返却いたしません。また、応募申請書の作成・提出に要する経   
費は申請者の負担とします。 

 
９ 応募期間 
    応募の受付は、平成２０年８月１９日（火）から同年９月１９日（金）ま 
で行います（郵送等の場合は、応募締切当日の消印まで有効）。 

 
10 個人情報の取り扱いについて 
（１）  個人情報の利用目的は、本事業に関わる事務（連絡調整、資料送付、   

成果の普及等）に限定いたします。 
 
（２）  ご提供いただいた個人情報は、法令等により提供を求められた場合を   

除き、上記の利用目的以外に利用することは一切ありません。 

 
11 応募申請書の提出先及び問い合わせ先 
    応募申請書の提出先及び事業内容や募集要領についてのお問い合せ先は、 
末尾に記載しております。なお、応募申請書は持参、郵送又は宅配等による 
こととします。 

 
12 事業実施主体に係る責務等 
    事業実施主体は、事業の実施及び交付される助成金等の執行に当たって、 
次の条件を守らなければなりません。 

（１）  事業の推進 
       事業実施主体は、事業全体の進行管理、事業成果の公表等、事業の推   

進全般についての責任を持たなければなりません。特に、交付申請書（採   
択決定後、助成金の交付を受けるために提出することとなっている申請   
書）の作成、計画変更伴う各種承認申請書の提出、定期的な報告書の提   
出等については、適時適切に行う必要があます。 

 
（２）  助成金の経理管理 
       事業実施主体は、交付を受けた助成金の経理管理に当たっては、助成   

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９   
号）等に基づき、適正に執行する必要があります。 

       また、事業実施主体は、助成事業の実施に当たっては、本事業と他の   
事業の経理を区分し、助成金の経理を明確にする必要があります。 

 
（３）  知的財産権の帰属等 
       本事業により得られた知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、プ   

ログラム及びデータベースに係る著作権等権利化された無体財産権及び   
ノウハウ等）は、事業実施主体に帰属します。 

（４）  調査等への協力 
       助成期間中に、本会の職員等による現地調査を行うことがあるほか、   

事業の普及のため、発表会への参加、事例集の作成、視察の受入れ等の       
協力依頼をすることがあります。 

（５）  その他 
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       本事業を複数年の事業として計画した場合であっても、次年度の事業  
の助成を約束されるものではありませんので、ご留意願います。 

  平成２０年８月１８日 
                                                 全国森林組合連合会           

 
全国森林組合連合会「高齢級森林整備促進特別対策事業」事務局 

 担当：林政・組織部（中間、中原） 
  住所：〒101-0047 東京都千代田区内神田１丁目１番１２号 
  電話：０３－３２９４－９７１９  〔ＦＡＸ〕０３－３２９３－４７２６ 
  〔Ｅ -mail〕nakama@zenmori.org 
  〔ＵＲＬ〕ｈｔｔｐ： //ｗｗｗ．ｚｅｎｍｏｒｉ．ｏｒｇ /ｉｎｄｅｘ .ｓｈｔｍｌ 
     ※ホームページから募集要領や申込書様式を入手することができます。 
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別添 
 

平成  年度高齢級森林整備促進特別対策事業応募申請書 
 
 

番     号 

年  月  日 
 
 
全国森林組合連合会 
代表理事会長       殿 
 
 

住   所 
団 体 名 
代表者氏名           印 

 
 

 平成  年度高齢級森林整備促進特別対策事業について、下記のとおり実施
したいので申請します。 
 

記 
 
１ 申請者 
 

フリガナ  
団体の名称 
 

 
 

フリガナ  
代表者名 
 

 
 

 
所在地 
 

郵便番号（     －          ） 
住  所 
 

フリガナ 

氏 名 
 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

 
担当者及び連
絡先等 
 
 Ｅ -mail  
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２ 事業計画 
 
  (1) 事業計画（事業の目的達成のための手法等を併せて記載）  
      事業実施期間（平成２０年度～２５年度）に係る計画を記載してくださ  
い。 

 
 
 
  (2) 平成２０年度計画  
 
  ① 高齢級森林整備促進事業 
     高齢級間伐面積（単位 面積： ha） 

 
目標面積（申請時点） 

 
左のうち境境確認を行う面積 

 
 

 

 
 

 

 
  ② 高齢級森林整備推進事業 

ア  地域協議会の開催 
 
実施事項 

 
具体的な内容                      

 
 
 

 
 
 

 
イ  普及活動 
 
実施事項 

 
具体的な内容                      

 
 
 

 
 
 

 
 

ウ  審査等 
 
実施事項 

 
具体的な内容                      

 
 
 

 
 
 

 

エ  事業管理 
 
実施事項 

 
具体的な内容                      

 
 
 

 
 
 

 
３ 添付書類 
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   団体の規約等 
    組織図（担当者の出身団体を明示すること。） 
別表１（４の（３）関係） 

 
 助成金等対象経費 

 
           範  囲  及  び  算  定  方  法 

 
１ 利子助成金費 
 
２ 損失補填金費 
 
３ 技術者給 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
４ 賃金 
 
 
 
 
 
 

 
５ 謝金 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 旅費 
 

 
 
 
７ 需用費 
 
 
（１）印刷製本費 
 
（２）消耗品費 

 
  事業の実施に必要な利子助成に必要な経費です。 
 
  事業の実施に必要な損失補填に必要な経費です。 
 
  事業を実施するために追加的に必要となる業務（専
門的知識・技術を要する調査等）について、当該事業
を実施する事業実施主体が支払う実働に応じた対価
とし、日当たり単価に事業に従事した日数を乗じた額
です。 
  また、日当たり単価の算定については、事業に直接
従事した者に係る基本給、諸手当（超過勤務手当は除

く。）、賞与及び法定福利費を合わせた額を、就業規
則で定められた年間就労日数で除した額です。（算定
に当たっては、退職給与引当に要する経費は含まれま
せん。） 
 
  事業を実施するために追加的に必要となる業務（資
料整理、補助、事業資料の収集等）について、 
当該事業を実施する事業実施主体が雇用した者に対
して支払う実働に応じた対価です。 
  賃金の単価については、業務の内容に応じた常識の
範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定する必要が
あります。 

 
  事業を実施するために追加的に必要となる資料整
理、補助、専門的知識の提供、資料の収集等について
協力を得た講師等に対する謝礼に必要な経費です。 
  謝金の単価については、業務の内容に応じた常識の
範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定する必要が
あります。なお、事業実施主体に対し謝金を支払うこ
とはできません。 
 
  事業を実施するために追加的に必要となる事業実
施主体が行う資料収集、各種調査、検討会、指導、講
師派遣、打合せ、普及活動、委員会等の実施に必要な

経費です。 
 
  事業を実施するために追加的に必要となる印刷製
本費、消耗品費等の経費です。（通常の団体運営に伴
って発生する経費は含まれません。） 
  事業を実施するために必要となる文書、図面、パン
フレット等の印刷に必要な経費です。 
  事業を実施するために必要となる文献、書籍、原材
料、消耗品、消耗器材、各種事務用品等の調達に必要
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８ 役務費 
 
 

      通信運搬費 
 
 
９   委託料 
 
 
 
 
 
10 使用料及び 
  賃借料 
 

 

な経費です。 
 
  事業を実施するために追加的に必要となる人的サ
ービス等に対して支払う経費であり、通信運搬費等に
必要な経費です。 
  事業を実施するために必要となる郵便料、諸物品の
運賃の支払等に必要な経費です。 
 
  当該事業の補助目的である事業の一部（例えば、事
業の成果の一部を構成する調査の実施、取りまとめ等
）を他の民間団体・企業に委託するために必要 
な経費とする。委託費の内訳については、他の補助対
象経費の内容に準ずるものとする。 
 
  事業を実施するために必要となる器具機械、会場、
車両等の借上や物品等の使用に必要な経費です。（通
常の団体運営に伴って発生する事務所の賃借料その
他の経費は含まれません。） 

 
 
 
 
別表２（４の（５）関係） 

 
     事 業 区 分 

 
 助成率 

 
  助 成 対 象 経 費 

 

１高齢級森林整備促進事業費 
  ①利子補給 
   
 ②損失補填 
   
 ③境界確認 
 
 
 
 
２高齢級森林整備推進事業費 
  ①地域協議会の開催 
  ②普及活動 
  ③審査等 
  ④事業管理 
 
 
 
 
 

 

定 額 
ただし、
事業区分
の欄の１
の③につ
いては、
２分の１
以内とし
ます。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
利子助成金費 
   
損失補填金費 
   
 ア 技術者給 
  イ 旅費 
  ウ 需用費 
  エ 役務費 
 
   
 ア 技術者給 

  イ 賃金 
  ウ 謝金 
  エ 旅費 
  オ   需用費 
  カ   役務費 
  キ   委託料 
 ク 使用料及び賃借料 
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（平成20年4月8日付け19林整整第1029号林野庁長官通知） 

 

高齢級森林整備促進特別対策事業実施要領 

 

第１ 趣旨 

森林整備・保全推進事業実施要綱（平成17年３月29日付け16林整保第226号農林水産事

務次官依命通知。以下「要綱」という。）別表事業の種類の欄の３の事業内容の欄の①

に定める高齢級森林整備特別対策事業については以下の事業を実施することとし、本事

業の実施については、要綱に定める事項のほか、この要領に定めるところによるものと

する。 

  １ 高齢級森林整備促進事業 

  ２ 高齢級森林整備推進事業 

 

第２ 事業内容 

 １ 高齢級森林整備促進事業 

本事業の事業実施主体である民間団体（以下、「全国団体」という。）は、原則とし

て都道府県ごとに全国団体が認定する民間団体（以下、「都道府県団体」という。）が

人工林の間伐を促進するために行う利子助成金の交付等に対し助成を行う。 

(1)用語の定義 

  本事業における用語の定義は、次のとおりとする。 

ア 間伐実施者                                   

本年度において計画している間伐実施面積が一定面積規模以上であること等都道府

県団体が定める要件に該当する者として、都道府県団体の認定を受けた間伐事業者。 

イ 高齢級間伐 

10齢級以上の人工林の間伐（10齢級以上の人工林の間伐を行う場合に当該人工林と

隣接するなど一体的に間伐を行うことが効率的に実施できる10齢級未満の人工林の間

伐を含む。）であって、森林法第193条の補助等の国の補助を受けないで行われるも

の。 

   (2) 利子助成金の交付 

間伐実施者が、民間金融機関（農林中央金庫、商工組合中央金庫、銀行、信用金庫、

信用協同組合、農業協同組合法第10条第１項第１号及び第２号の事業を併せて行う農

業協同組合並びに農業協同組合連合会に限る。以下同じ。）から高齢級間伐の実施に

必要な資金を借り入れた場合、都道府県団体は、間伐実施者が当該資金を返済する際

に利子相当額を助成するものとする。 

ア 利子助成金の上限 

利子助成金の額は、間伐実施者が本事業を活用して行う間伐面積に、都道府県団体

が別表５を参考にして地域内の間伐材の生産費や市場までの運材費などの実態と低コ

スト化の取組を考慮して別途定める間伐に要する基準経費（以下「基準経費」とい

う。）を乗じた額（以下「基準経費認定額」という。）に、間伐実施事業者が民間金

融機関から借り入れた資金（以下「借入資金」という。）の利率（３．０％を上限と
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する。）を乗じた額を上限とする。 

イ 利子助成期間 

利子助成期間は１年以内とする。 

(3) 損失補填金の交付 

ア 交付の対象者 

間伐実施者のうち、高齢級間伐の実施後、間伐木の販売額が基準経費認定額を下回

ったため、損失補填を申請する者とする。 

イ 損失補填金の額 

損失補填金の額は、基準経費認定額から、都道府県団体の審査を受けた間伐木の販

売額を減じた差額（以下「損失額」という。）に２／３を乗じた額とする。ただし、

基準経費認定額の１／２を上限とする。 

(4) 境界確認費の助成 

ア 助成の対象者 

間伐実施者のうち高齢級間伐の実施箇所の境界確認を実施する者とする。 

イ 境界確認費の額 

境界確認費の額は、都道府県団体が別途定める境界確認に要する経費の１／２とす

る。 

(5) 審査基準等 

ア 全国団体は、適切な間伐が行われているか、基準経費が地域の実態と比較して不当

に高額になっていないか、損失補填金の交付の際に間伐木の販売額が品質や地域での

平均的な販売額と鑑みて著しく低い金額になっていないか、民間金融機関からの借入

金利が同様の業種、財務状況にある他社のものと比較して適正なものか、間伐木の販

売量が申請通りのものであるかなど、審査の指針となるものを都道府県団体に示し、

都道府県団体から基準経費及びその内訳並びに審査基準及び手続きを作成・提出させ

るものとする。 

イ 都道府県団体は、申請書の様式を定め、間伐実施者に提出させ、審査を行うものと

する。 

 

２ 高齢級森林整備推進事業 

  全国団体及び都道府県団体は、高齢級森林整備促進事業（以下「促進事業」とい

う。）の円滑な実施のため以下の事業を行うものとする。 

(1) 全国活動推進事業 

全国団体は、促進事業の円滑な実施のために次のことを行うものとする。   

  ア 連絡調整会議の開催 

事業関係機関等を構成員とする連絡調整会議を設置し、促進事業の円滑な実施のた

めに必要な事項を協議する。 

イ 普及活動 

間伐を促進するため、促進事業の普及・啓発を目的とするパンフレットの作成及び

促進事業の円滑な推進等に必要な普及活動を行う。 

ウ 都道府県団体の公募・選定 

都道府県団体を公募・選定する。 
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エ 全国及び現地における研修及び指導等 

全国及び現地において促進事業の要件等について研修・指導等を行う。 

オ 都道府県団体の監査 

都道府県団体の監督、検査を行う。 

カ 事業管理 

促進事業の適切な実施に必要な指導・進行管理等を行う。 

(2) 地域活動推進事業 

都道府県団体は、促進事業の円滑な実施のために次のことを行うものとする。 

ア 協議会の開催 

行政、林業・木材産業関係団体等を構成員とする協議会を設置し、促進事業の円滑

な実施のために必要な事項を協議する。 

イ 普及活動 

森林所有者や林業事業体等に対し、促進事業の円滑な推進等に必要な普及活動を行

う。 

エ 審査等 

全国団体の審査の指針に基づき、促進事業の申請について審査する。また、間伐の

実施状況等について必要な現地確認を行う。 

オ 事業管理 

促進事業の適切な実施に必要な指導・進行管理等を行う。また、促進事業の申請に

ついて必要に応じて申請の補助を行う。 

 

 第３ 高齢級森林整備促進特別対策資金の造成 

１ 用語の定義 

高齢級森林整備促進特別対策資金（以下「資金」という。）とは、第２に定める 

経費に充てるため、要綱第６の規定に基づき、国から全国団体に対して交付された補助

金により造成された資金をいう。 

２ 事業計画及び使途計画の作成等 

全国団体は、本資金よる事業に関する計画書（以下「事業計画書」という。別記様

式第３号）及び資金の使途に関する計画書（以下「使途計画書」という。別記様式第

４号）を作成するものとする。 

(1) 事業計画書の内容 

事業計画書に記載する事項は、次のとおりとする。 

ア 利子助成金の交付等に係る都道府県団体、面積、交付金額に関する事項 

イ 全国活動推進事業における普及活動、研修・指導、連絡調整会議の開催等に関す

る事項 

ウ 地域活動推進事業における協議会の開催、普及活動等に関する事項 

エ その他事業実施に関する事項  

(2) 事業計画及び使途計画の協議 

全国団体は、事業計画書及び使途計画書を作成した場合には、林野庁長官の承認

を得るものとする  

(3) 事業計画及び使途計画の変更 
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資金の使途は、別表２に定めるものとし、全国団体は、事業の実施において区分

のそれぞれの経費間の３０％を越える増減がある場合は、事業計画書及び使途計画

書を変更し、林野庁長官の承認を得なければならない。 

(4) 資金の区分経理 

全国団体は、資金を他の業務に係る資金と区別して経理するため、特別の勘定を

設けなければならない。 

(5) 資金の運用 

資金については、第２の１及び２に規定する事業に要する経費に充てるほか、こ

れを取り崩してはならない。また、本資金の運用により生ずる利子は(4)の勘定に繰

り入れるものとする。なお、資金の運用については、元本が回収できる可能性が高

くかつなるべく高い運用益が得られる方法で行うものとする。 

(6) 資金の決算報告 

全国団体は、毎年度の資金による事業の完了後、速やかに資金の決算書（別記様

式第５号）を林野庁長官に提出し、承認を得なければならない。 

(7) 資金の保有割合の報告 

全国団体は、本事業の実施状況から見て資金の規模が適正規模となっているか等

の状況を客観的に把握するため、「補助金等の交付により造成した基金等に関する

基準」（平成１８年８月１５日閣議決定 以下「基金基準」という。）に基づき平

成２５年度末における資金の保有割合を算出し、林野庁長官に報告するものとする。 

(8) 目標達成度の評価 

全国団体及び林野庁は、本事業の効率的・効果的な実施について検証するため、

平成２５年度において、あらかじめ事業の効果に着目して定めた目標の達成度の評

価を行い、当該評価の結果及び事業の実績を踏まえ、事業の継続の必要性、基金又

は補助金等の規模が適切かどうかについて検証し、必要な見直しを行う。 

目標達成度の評価の方法は、別表３に定めるとおりとする。 

(9) 資金の基本的事項の公表 

全国団体は、基金基準に基づき必要な見直しを行ったときは、資金の名称、資金

額、資金のうち国庫補助金相当額、資金事業の概要、資金事業を終了する時期及び

資金事業の目標等の基本的事項について公表するものとする。 

また、国においても同様の公表を行うものとする。 

(10) 国庫への返還 

  全国団体は、次の場合には、資金の一部又は全額を国に返還するものとする。 

ア 上記使途の区分に応じた経費内容以外に使用した場合 

イ 各年度末及び基金基準に基づき必要な見直しを行った際において平成２６年３月 

３１日までに使用する見込みがない資金の残余がある場合 

ウ 平成２６年３月３１日において資金に残余が生じた場合 

 

第４ 事業の手続き等 

１ 事業実施計画 

(1) 実施計画の作成 

ア 全国団体は、本事業による助成を受けようとする都道府県団体に実施計画(別記様



- 5 - 

式第１号)を作成・提出させるものとする。 

イ 実施計画には、次の事項を記載するものとする。 

① 高齢級森林整備促進事業 

② 高齢級森林整備推進事業のうち地域活動推進事業 

ウ 全国団体は、適当と認める実施計画を作成した都道府県団体に承認通知書を交付す

るものとする。本承認通知書を交付する場合には、当該実施計画に基づく事業に対す

る助成金の額を付すものとする。 

(2) 実施計画の変更 

実施計画に事業費の金額の増加、その他全国団体が定める事項について変更がある

場合には、実施計画を変更し、全国団体の承認を受けなければならない。   

 

２ 利子助成金等の助成 

(1) 対象経費 

助成の対象経費は別表１に定めるとおりとする。 

(2) 助成額の総額 

     都道府県団体ごとの助成額の総額は、使途計画において定める本事業の予算の範囲

内において、全国団体が定めるものとする。 

(3) 助成申請手続 

助成金の交付申請手続は、全国団体が別に定める内規に従って行わせるものとする。 

また、内規を作成した場合には、林野庁長官に協議することとする。 

(4) 助成金の返還等 

ア 都道府県団体は、助成額に残余が生じる場合は実施計画を変更し、全国団体に返

還するものとする。 

イ 全国団体は、次の場合には、助成金の一部又は全部を返還させ、又は助成金の一

部又は全部を交付しないものとする。  

① 実施計画に即した利子助成金の交付等の事業が行われていないと認められる

場合 

② 本通知及び全国団体が定める内規に違反したとき 

③ 虚偽の報告等本事業に関する不正が認められたとき 

 

３ 実績報告 

(1) 全国団体は、本事業による助成を行った都道府県団体に、半年毎に実績報告書（別

記様式第２号）を提出させるものとする。 

(2) 全国団体は、実績報告書の評価を行うものとする。 

(3) 全国団体は、実績報告書の評価の結果、実施計画に対する実施率が著しく低い場合

は、その評価結果に実施率の改善に関する意見を付して都道府県団体に通知するとと

もに、必要な指導を行うものとする。 

 

４ 事業期間  

本事業の事業期間は、平成２５年度までとする。 

 



- 6 - 

第５ 国の助成等 

国は、本事業の効果的な実施を図るため指導監督を行うものとし、要綱第６の規定による助

成の対象経費は、別表４に定めるとおりとする。
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別表１（第２の４関係） 

 

事業区分 

 

補助対象経費 

 

１ 高齢級森林整備促進事業費 

 ア 利子補給 

 

 イ 損失補填 

 

  ウ  境界確認 

 

 

 

 

２ 高齢級森林整備推進事業費 

 ア 全国活動推進事業費 

  ① 連絡調整会議の開催 

    ② 普及活動 

  ③ 全国及び現地における研修及

   び指導 

  ④ 事業監査 

  ⑤ 事業管理 

 

 

 イ 地域活動推進事業費 

  ① 地域協議会開催 

  ② 普及活動 

  ③ 審査等 

  ④ 事業管理 

 

 

 

 

 

 

 

ア 利子助成金費 

 

ア 損失補填金費 

 

ア 技術者給 

イ 旅費 

ウ 需要費 

エ 役務費 

 

 

ア 技術者給 

イ 賃金 

ウ 謝金 

エ 旅費 

オ 需用費 

カ 役務費 

キ 委託料 

ク 使用料及び賃借料 

 

ア 技術者給 

イ 賃金 

ウ 謝金 

エ 旅費 

オ 需用費 

カ 役務費 

キ 委託料 

ク 使用料及び賃借料 
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 別表２（第２の４関係） 

 

補助対象経費 

 

範囲及び算定方法 

 

 １ 技術者給                   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 

２ 賃金 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

３ 謝金 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

４ 旅費 

                    

                    

                    

                    

 

 事業を実施するために追加的に必要となる業務

（専門的知識・技術を要する調査等）について、

当該事業を実施する事業実施主体が支払う実働に

応じた対価とし、日当たり単価に事業に従事した

日数を乗じた額とする。 

 また、日当たり単価の算定については、事業に

直接従事した者に係る基本給、諸手当（超過勤務

手当は除く。）、賞与及び法定福利費を合わせた

額を、就業規則で定められた年間就労日数で除し

た額とする。（算定に当たっては、退職給与引当

に要する経費は含まれない。） 

 

 事業を実施するために追加的に必要となる業務

（資料整理、補助、事業資料の収集等）について

、当該事業を実施する事業実施主体が雇用した者

に対して支払う実働に応じた対価とする。 

 賃金の単価については、業務の内容に応じた常

識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定する

必要がある。 

 

 事業を実施するために追加的に必要となる資料

整理、補助、専門的知識の提供、資料の収集等に

ついて協力を得た講師等に対する謝礼に必要な経

費とする。 

 謝金の単価については、業務の内容に応じた常

識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定する

必要がある。 

 なお、事業実施主体に対し謝金を支払うことは

できない。 

 

 事業を実施するために追加的に必要となる事業

実施主体が行う資料収集、各種調査、検討会、指

導、講師派遣、打合せ、普及啓発活動、委員会等

の実施に必要な経費とする。 
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５ 需用費 

                    

 

 

 (1)  印刷製本費 

 

 

 (2)  消耗品費 

 

 

 

６ 役務費 

 

 

 (1)  通信運搬費 

 

 

７ 委託料 

 

 

 

 

 

８ 使用料及び賃借料 

 

 

 

 

９ 利子助成金費 

 

 

10 損失補填金費 

 

 

 

 事業を実施するために追加的に必要となる印刷

製本費、消耗品費等の経費とする。（通常の団体

運営に伴って発生する経費は含まれない。） 

 

事業を実施するために必要となる文書、図面、パ

ンフレット等の印刷に必要な経費とする。 

 

  事業を実施するために必要となる文献、書籍、

原材料、消耗品、消耗器材、各種事務用品等の調

達に必要な経費とする。 

 

 事業を実施するために追加的に必要となる人的

サービス等に対して支払う経費であり、通信運搬

費等に必要な経費とする。 

 事業を実施するために必要となる郵便料、諸物

品の運賃の支払等に必要な経費とする。 

 

 当該事業の補助目的である事業の一部分（例え

ば、事業の成果の一部を構成する調査の実施、取

りまとめ等）を他の民間団体・企業に委託するた

めに必要な経費とする。委託費の内訳については

、他の補助対象経費の内容に準ずるものとする。 

 

 事業を実施するために必要となる器具機械、会

場、車両等の借上や物品等の使用に必要な経費と

する。（通常の団体運営に伴って発生する事務所

の賃借料その他の経費は含まれない。） 

 

 事業の実施に必要な利子助成金に必要な経費と

する。 

 

 事業の実施に必要な損失補填金に必要な経費と

する。 
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別記様式第１号 
 

平成 年度高齢級森林整備促進特別対策事業計画書 

 

都道府県団体名：          
 

１ 高齢級森林整備促進事業 

 (1)  利子助成金の交付              単位 面積：ha、交付額：千円 

 

面積 

 

交付金額 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)  損失補填金の交付              単位 面積：ha、交付額：千円 

 

面積 

 

交付金額 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)  境界確認への助成              単位 面積：ha、交付額：千円 

 

面積 

 

交付金額 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 高齢級森林整備推進事業のうち地域活動推進事業 

(1)  地域協議会の開催 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  普及活動 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 
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(3)  審査等 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  事業管理 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  使途内訳 

 

項  目 

 

金額 

 

利子助成金の交付損

失補填金の交付境界

確認への助成地域協

議会の開催普及活動 

審査等 

事業管理 

    計 
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別記様式第２号 
 

平成 年度高齢級森林整備促進特別対策事業実績報告書 

 

都道府県団体名：        
 

１ 高齢級森林整備促進事業 

 (1)  利子助成金の交付              単位 面積：ha、交付額：千円 

 

面積 

 

交付金額 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)  損失補填金の交付              単位 面積：ha、交付額：千円 

 

面積 

 

交付金額 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)  境界確認への助成              単位 面積：ha、交付額：千円 

 

面積 

 

交付金額 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 高齢級森林整備推進事業のうち地域活動推進事業 

(1)  地域協議会の開催 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  普及活動 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 
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(3)  審査等 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  事業管理 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  使途内訳 

 

項  目 

 

金額 

 

利子助成金の交付損

失補填金の交付境界

確認への助成地域協

議会の開催普及活動 

審査等 

事業管理 

    計 
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別記様式第３号 

 

平成 年度高齢級森林整備促進特別対策事業計画書 

 

１ 高齢級森林整備促進事業 

 (1)  利子助成金の交付              単位 面積：ha、交付額：千円 

 

都道府県団体 

 

面積 

 

交付金額 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)  損失補填金の交付              単位 面積：ha、交付額：千円 

 

都道府県団体 

 

面積 

 

交付金額 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)  境界確認への助成              単位 面積：ha、交付額：千円 

 

都道府県団体 

 

面積 

 

交付金額 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 高齢級森林整備推進事業 

(1) 全国推進事業 

ア 連絡調整会議の開催 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 普及活動 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 
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ウ 全国及び現地における研修及び指導 

 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ  事業監査 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ  事業管理 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2)  地域活動推進事業 

 

ア 地域協議会の開催 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 普及活動 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 
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ウ 審査等 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 事業管理 

 

実施事項 

 

具体的な内容 

 

備考 
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別記様式第４号 

 

高齢級森林整備促進特別対策資金使途計画書 

 

１ 収入                                                 単位：千円 

 

項  目 

 

金  額 

 

１ 前年度繰越金 

 

 

 

２ 本年度補助金交付額 

 

 

 

３ 利子等運用益 

 

 

 

４ その他収入額 

 

 

 

合  計 

 

 

 

 

 

２ 支出                                                            単位：千円 

 

区  分 

 

経  費 

 

金  額 

 

備考 

 

１ 高齢級森林整備促進事業 

 

 

 

 

利子助成金費 

損失補填金費 

境界確認助成費 

    小 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 高齢級森林整備推進事業 

 (1) 全国活動推進事業 

 

 

 

 

 

 

イ 地域活動推進事業費 

   

 

 

 

 

 

連絡調整会議の開催 

普及活動 

全国及び現地におけ

る研修及び指導 

事業監査 

事業管理 

  小 計 

地域協議会の開催 

普及活動 

審査等 

事業管理 

   小 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 
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別記様式第５号 

 

高齢級森林整備促進特別対策資金決算報告書 

 

１ 収入                                                 単位：千円 

 

項  目 

 

金  額 

 

１ 前年度繰越金 

 

 

 

２ 本年度補助金交付額 

 

 

 

３ 利子等運用益 

 

 

 

４ その他収入額 

 

 

 

合  計 

 

 

 

 

 

２ 支出                                                            単位：千円 

 

区  分 

 

経  費 

 

金  額 

 

備考 

 

１ 高齢級森林整備促進事業 

 

 

 

 

利子助成金費 

損失補填金費 

境界確認助成費 

    小 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 高齢級森林整備推進事業 

 (1) 全国活動推進事業 

 

 

 

 

 

 

イ 地域活動推進事業費 

   

 

 

 

 

 

連絡調整会議の開催 

普及活動 

全国及び現地におけ

る研修及び指導 

事業監査 

事業管理 

  小 計 

地域協議会の開催 

普及活動 

審査等 

事業管理 

   小 計 
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計 
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別表３ 

 

目標達成度の評価の方法 

 

  

目  標 

 

 

H24年の目標 

値に対する達

成目標率 

 

目標

年 

 

 

 

評価の方法 

 

 

 

設定の考え方及びその根拠 

 

 

高齢級森林の間伐 

 

 

 

 

 

 

 

 

  100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 毎年度におい

て、本事業によ

る間伐実施面積

により評価する

こととする。 

 

 

 

 

 京都議定書に基づく森林

吸収目標の達成に資するた

め、本事業により平成20年

度から平成24年度までの５

年間におおむね15万haの間

伐を実施することを目標と

する。 

 

 

 

 

 

 

別表４ 

 

補 助 対 象 経 費 

 

区  分 

 

  補助率 

 

経 費 の 内 容 

 

高齢級森林整備促進特別対策事業 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

高齢級森林整備促進特別対策資金の造

成 
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別表５ 

 

基準経費の算定因子 

 

算定因子 

 

経 費 の 内 容 

 

選木経費 

 

伐倒経費 

 

 

集材経費 

 

造材経費 

 

作業路開設経費 

 

運搬経費 

 

 

販売経費 

 

 

諸経費 

 

 

 

低コスト化率 

 

 

 

選木に要する経費（人件費等） 

 

伐倒に要する経費（人件費、機械損料、消耗品費等

） 

 

山元までの集材に要する経費（同上） 

 

造材に要する経費（同上） 

 

作業路の開設に要する経費（同上） 

 

山元から市場等までの運搬に要する経費（人件費、

機械損料、消耗品費、委託料等） 

 

市場におけるはい積み及び利用料等販売に要する経

費（人件費、委託料等） 

 

事業体の一般管理費（人件費、通信費、消耗品費、

光熱費、事務所賃借料、保険料、減価償却費、事業

税等） 

 

利用間伐のコスト縮減目標 

 

 

 

 

 

 


